
｢飛鳥寺」表記の出現と「飛鳥」の意味

天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
の
時
、
元
興
寺

（
一
応
、
平
城
京
「
元
興
寺
」
と
し
て
お
く
）
か
ら
複
数
の
歌
が
献
上
さ

れ
た
（
『
東
大
寺
要
録
』
二
）
。
そ
の
な
か
の
一
首
に
は
「
美
那
毛
度
乃
、
々

利
乃
於
古
利
之
、
度
布
夜
度
利
、
阿
須
加
乃
天
良
乃
、
宇
太
々
天
万
都
留
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
ミ
ナ
モ
ト
ノ
、
ノ
リ
ノ
オ
コ
リ
シ
、
ト
フ
ヤ
ト
リ
、

ア
ス
カ
ノ
テ
ラ
ノ
、
ウ
タ
タ
テ
マ
ッ
ル
」
と
読
め
、
「
ノ
リ
ノ
オ
コ
リ
シ
」

は
「
法
興
」
で
あ
り
、
「
ト
フ
ヤ
ト
リ
」
は
「
飛
烏
」
と
な
り
、
「
ア
ス
カ

ノ
テ
ラ
」
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
ミ
ナ
モ
ト
」
が
「
元
」

に
通
じ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
「
元
興
」
も
想
定
さ
れ
て
い
よ
う
。
さ
ら

に
、
こ
の
時
、
献
上
さ
れ
た
他
の
歌
に
は
「
乃
利
乃
裳
度
」
（
ノ
リ
ノ
モ
ト
）

と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
法
」
の
「
元
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
献
歌
は
、
い
わ
ゆ
る
元
興
寺
を
「
法
」
の
「
元
」
の

寺
と
し
て
自
任
し
、
そ
の
元
興
寺
が
、
「
法
興
」
寺
、
「
飛
鳥
」
寺
、
あ
る

い
は
「
ア
ス
カ
」
寺
、
「
元
興
」
寺
な
ど
の
多
様
な
寺
名
を
も
つ
こ
と
を

連
鎖
的
に
主
張
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
中
葉
の

段
階
で
、
い
わ
ゆ
る
元
興
寺
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
寺
名
が
知
ら
れ
て

「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
出
現
と
「
飛
鳥
」
の
意
味

は
じ
め
に

ト
ポ
ス

特
集
・
古
代
文
学
と
場
所

い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
日
本
書
紀
』
は
、
こ
の
寺
院
の
呼
称
に
関
し
て
一
定
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
創
建
の
動
向
を
記
す
崇
峻
即
位
前
紀
か
ら
推

古
・
皇
極
・
孝
徳
・
天
智
の
各
紀
に
至
る
ま
で
「
法
興
寺
」
と
記
し
、
こ

れ
に
接
続
す
る
か
、
重
複
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
「
飛
鳥
寺
」
の
呼
称
が

斉
明
・
天
武
・
持
統
の
各
紀
に
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
「
元
興
寺
」
の

呼
称
は
推
古
紀
の
み
に
登
場
す
る
が
、
こ
の
推
古
紀
で
は
「
法
興
寺
」
と
「
元

興
寺
」
の
呼
称
が
重
複
し
て
お
り
、
重
複
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
例
外

的
と
な
る
。

つ
い
で
、
「
続
日
本
紀
」
も
顕
著
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

養
老
二
年
（
七
一
八
）
九
月
甲
寅
条
の
み
「
法
興
寺
」
と
表
し
て
、
平
城

移
建
（
創
建
）
の
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
他
は
「
元
興
寺
」
の
呼
称
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
「
飛
鳥
寺
」
の
表
記
は
、
わ
ず
か
に
二
例
と
な
る
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
法
興
寺
」
と
「
飛
烏
寺
」

の
呼
称
が
圧
倒
的
に
多
く
、
「
元
興
寺
」
の
呼
称
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

し
か
し
、
「
続
日
本
紀
』
に
な
る
と
、
「
元
興
寺
」
の
呼
称
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
り
、
「
法
興
寺
」
と
「
飛
鳥
寺
」
の
呼
称
は
む
し
ろ
例
外
的
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
法
興
寺
」
「
飛
鳥
寺
」
「
元
興
寺
」
な
ど
と

新 物
と
ト
ポ
ス

川
登
亀
男
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こ
の
「
飛
鳥
寺
」
に
つ
い
て
は
、
甲
午
年
（
持
統
八
／
六
九
四
）
銘
の

法
隆
寺
蔵
銅
版
造
像
記
に
用
例
が
あ
り
、
飛
鳥
池
遺
跡
（
奈
良
県
明
日
香

村
）
北
地
区
出
土
木
簡
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
同
じ

Ｓ
Ｋ
１
１
５
３
土
坑
か
ら
出
土
し
た
他
の
木
簡
か
ら
推
測
し
て
、
七
世
紀

（１）

末
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
す
る
と
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
は
、
七

世
紀
末
に
は
確
実
に
存
在
し
、
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
『
西
琳
寺
文
永
注
記
」
（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
）
が
引
く
「
天

平
十
五
年
帳
」
に
は
、
「
薬
師
寺
」
「
大
官
大
寺
」
と
な
ら
ん
で
「
飛
鳥
寺
」

の
表
記
が
あ
る
。
こ
の
一
連
の
記
述
は
、
住
僧
の
「
公
験
」
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
と
記
述
内
容
か
ら
み
て
、
平
城
遷
都
以
前
（
戊

申
年
／
和
銅
一
／
七
○
八
、
己
酉
年
／
和
銅
二
／
七
○
九
）
に
「
飛
鳥
寺
」

が
正
式
の
寺
号
と
し
て
通
用
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
平
城
遷
都
後
も

（２）

そ
れ
が
了
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
さ
き
の
元
興
寺

呼
ば
れ
た
寺
名
が
い
つ
か
ら
存
在
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
関
係

し
て
い
た
の
か
は
、
実
は
、
け
っ
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
の
う
ち
で
も
、
確
実
に
命
名
さ
れ
、
使
用
さ
れ
、
そ
し
て
流
布
し
た
寺

名
は
「
飛
鳥
寺
」
と
「
元
興
寺
」
の
み
で
あ
り
、
「
法
興
寺
」
に
つ
い
て

は
確
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
一
寺
院
の

範
囲
を
越
え
て
、
看
過
で
き
な
い
諸
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
は
、
今
の
と
こ
ろ
確
実
最
古
の
寺
名
で
あ
る
「
飛

鳥
寺
」
呼
称
の
成
り
立
ち
と
、
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
と
「
飛
鳥
」
の
意
味

を
歴
史
と
し
て
問
う
こ
と
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。

｜
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
登
場

献
歌
も
、
そ
の
一
例
と
な
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
「
飛
鳥
寺
」
表
記
は
、
い
つ
か
ら
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
金
石
文
で
は
、
丁
丑
年
（
天
武
六
／
六
七
七
）
銘
の
小
野
毛
人
朝

臣
墓
誌
（
京
都
崇
道
神
社
蔵
）
に
「
飛
鳥
浄
御
原
宮
」
と
あ
り
、
己
丑
年

（
持
統
三
／
六
八
九
）
銘
の
采
女
笙
域
碑
に
「
飛
鳥
浄
原
大
朝
庭
」
と
あ
り
、

ま
た
、
長
谷
寺
蔵
法
華
説
相
図
に
も
「
飛
鳥
清
御
原
大
宮
」
と
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ら
の
作
成
年
に
つ
い
て
は
不
確
実
な
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
法
華
説
相
図
に
は
、
朱
烏
元
年
（
六
八
六
）
説
・
文
武
二
年

（
六
九
八
）
説
・
和
銅
三
年
（
七
一
○
）
説
・
養
老
六
年
（
七
一
三
）
説

（３）

な
ど
が
あ
り
、
小
野
毛
人
朝
臣
墓
誌
の
場
合
は
、
少
な
く
と
も
飛
鳥
浄
御（４）

原
令
が
配
布
さ
れ
た
持
統
三
年
（
六
八
九
）
以
降
の
作
成
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
采
女
笙
域
碑
に
つ
い
て
は
、
一
応
、
記
載
ど
お
り
の
可
能
性
が

高
い
。
す
る
と
、
金
石
文
の
「
飛
鳥
」
表
記
は
、
朱
烏
元
年
な
い
し
飛
鳥

浄
御
原
令
配
布
以
降
に
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
い
で
、
「
万
葉
集
』
で
は
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
没
の
草
壁
皇

子
の
磧
宮
で
詠
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
（
巻
二
の

一
六
七
）
に
「
飛
鳥
之
浄
之
宮
」
と
あ
り
、
朱
烏
五
年
辛
卯
（
持
統
五
／

六
九
一
）
の
作
と
も
言
わ
れ
る
同
じ
人
麻
呂
歌
（
巻
こ
の
一
九
四
）
に
「
飛

鳥
明
日
香
乃
河
」
と
あ
り
、
文
武
四
年
（
七
○
○
）
没
の
明
日
香
皇
女
の

蹟
宮
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
同
じ
人
麻
呂
歌
（
巻
二
の
一
九
六
）
に
も
「
飛

鳥
明
日
香
乃
河
」
と
あ
る
。
今
、
こ
れ
ら
の
作
歌
年
（
説
）
に
従
う
な
ら

ば
、
飛
烏
浄
御
原
令
配
布
以
降
の
傾
向
と
な
り
、
さ
き
の
金
石
文
の
事
例

と
基
本
的
に
は
符
合
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
留
意
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
「
日
本
書
紀
』
朱
烏
元
年
（
六
八
六
）

七
月
戊
午
条
に
み
え
る
「
朱
烏
元
年
」
へ
の
「
改
元
」
と
、
「
飛
鳥
浄
御
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（５）

原
宮
」
の
命
名
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
画
期
と
し
て
「
飛
鳥
」
表

記
が
定
着
し
、
そ
の
背
景
に
は
「
烏
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
飛
鳥
浄
御
原
令
の
施
行
に
と
も
な
い
、
そ
れ

は
一
層
、
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
か
の
「
飛
鳥
寺
」

表
記
も
、
こ
れ
に
連
動
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
事
実
、
「
飛
鳥
寺
」

木
簡
を
出
土
し
た
、
さ
き
の
飛
鳥
池
遺
跡
北
地
区
Ｓ
Ｋ
１
１
５
３
土
坑
か

（６）

ら
は
、
多
く
の
「
鳥
」
木
簡
が
合
わ
せ
て
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
同
遺
跡
北
地
区
Ｓ
Ｄ

１
１
１
０
溝
出
土
の
木
簡
に
も
「
天
」
の
字
と
合
わ
せ
て
「
飛
烏
」
の
二

字
を
習
書
し
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
出
土
地
点
の
木
簡
に
は
天
武
朝
の
も

の
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
里
」
制
へ
と
変
遷
す
る
以
前
、

つ
ま
り
天
武
朝
末
年
以
前
と
み
ら
れ
る
「
五
十
戸
」
木
簡
に
「
飛
鳥
部
」

（７）

の
表
記
も
み
ら
れ
る
（
同
南
地
区
Ｓ
Ｘ
１
２
２
０
水
溜
）
。
ま
た
、
烏
坂

寺
跡
（
大
阪
府
柏
原
市
）
出
土
の
「
五
十
戸
」
記
載
文
字
瓦
に
も
「
飛
鳥

（８）

評
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
武
朝
に
遡
る
可
能
性
の
あ
る
略
体
歌
に
は
「
飛

鳥
川
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
（
『
万
葉
集
』
一
二
の
二
八
五
九
）
。

と
な
る
と
、
か
の
朱
鳥
元
年
を
遡
る
段
階
か
ら
、
「
飛
鳥
」
や
「
鳥
」

の
表
記
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

少
な
く
と
も
天
武
朝
を
通
じ
て
「
飛
鳥
」
や
「
鳥
」
の
表
記
へ
の
関
心
が

浸
透
し
つ
つ
あ
り
覇
「
朱
烏
元
年
」
や
「
飛
鳥
浄
御
原
宮
」
の
表
記
・
表
現
は
、

そ
の
結
末
な
い
し
結
実
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
天
武
紀
に
は
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
鳥
類
の
発
見
・
捕

獲
・
貢
上
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
今
、
そ
の
概
略
を
示
す
な
ら
ば
、
二
年

（六七三）条の「白錐」、四年（六七五）条の「瑞鶏」「白鷹」「白鶏」、

五
年
（
六
七
六
）
条
の
「
瑞
鶏
」
「
雌
鶏
」
、
六
年
（
六
七
七
）
条
の
「
赤

烏
」
、
七
年
（
六
七
八
）
条
の
「
臘
子
烏
」
、
九
年
（
六
八
○
）
条
の
「
白

巫
烏
」
「
臘
子
烏
」
「
朱
雀
」
、
一
○
年
（
六
八
二
条
の
「
朱
雀
」
「
白
茅
鴫
」
、

三
年
（
六
八
三
条
の
「
鶴
」
「
三
足
雀
」
、
一
二
年
（
六
八
三
）
条
の

「
三
足
雀
」
、
一
三
年
（
六
八
四
）
条
の
「
四
足
鶏
」
、
一
四
年
（
六
八
五
）

条
の
「
鶏
鵡
」
「
鵲
」
、
そ
し
て
朱
鳥
元
年
の
「
朱
鳥
」
「
飛
鳥
」
と
な
る
。

こ
れ
は
、
異
常
な
こ
と
で
あ
り
、
い
か
に
鳥
類
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い

た
か
を
如
実
に
物
語
る
と
と
も
に
、
記
事
編
纂
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
反

映
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
も
、
朱
鳥
元

年
以
前
の
天
武
朝
に
準
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
出
現
は
、
ど
こ
ま
で
遡
っ
て
想
定
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
既
述
の
元
興
寺
献
歌
が
「
ト
フ
ヤ
ト
リ
、

ア
ス
カ
ノ
テ
ラ
ノ
」
と
調
っ
た
よ
う
に
、
「
ア
ス
カ
ノ
テ
ラ
」
と
い
う
言

葉
と
そ
の
含
意
を
「
飛
烏
」
寺
と
い
う
漢
字
表
記
に
転
換
し
て
表
現
し
、

あ
る
い
は
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
ス
カ
」
寺
か

ら
「
飛
烏
」
寺
へ
の
転
回
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
ア
ス
カ
」
寺
の
基
底
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
「
ア
ス
カ
」

と
い
う
言
葉
と
そ
の
含
意
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
る
痕
跡
が
き
わ
め
て

乏
し
い
。
す
な
わ
ち
、
「
古
事
記
臺
日
本
書
紀
』
は
基
本
的
に
既
に
「
飛
鳥
」

表
記
を
と
っ
て
お
り
、
「
万
葉
集
」
で
は
「
明
日
香
」
表
記
が
圧
倒
的
に
多
く
、

こ
れ
に
「
飛
鳥
」
表
記
が
わ
ず
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
「
ア
ス
カ
」
と
い
う
言
葉
と
そ
の
含
意
を
さ
ぐ
り
、

か
つ
「
飛
鳥
」
へ
の
転
換
過
程
を
推
察
で
き
る
手
掛
か
り
は
多
く
失
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
例
外
と
し
て
は
、
「
日
本
書
紀
』

斉
明
四
年
（
六
五
八
）
五
月
条
に
み
え
る
建
王
の
蹟
宮
歌
に
「
阿
須
箇
我
播
」
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二
、
「
飛
鳥
寺
」
と
「
明
日
香
寺
」

既
述
の
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
「
飛
鳥
寺
」
表
記
は
、
斉
明
・

天
武
・
持
統
の
各
紀
に
の
み
集
中
し
て
現
れ
、
他
の
呼
称
・
表
記
と
重
複

す
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
、
こ
の
間
の
天
智
紀
に
は
み
ら
れ
ず
、
か
わ
り

に
「
法
興
寺
」
呼
称
が
一
例
あ
る
の
み
で
あ
る
（
天
智
一
○
年
一
○
月
是

（
飛
鳥
川
）
と
あ
り
、
「
万
葉
集
』
一
四
の
三
五
四
四
・
三
五
四
五
に
「
阿

須
可
河
泊
」
「
安
須
可
河
泊
」
（
飛
鳥
川
）
な
ど
と
あ
る
。
ま
た
、
戊
辰
年
（
天

智
七
／
六
六
八
）
銘
の
船
王
後
首
墓
誌
（
三
井
記
念
美
術
館
蔵
）
に
は
「
阿

須
迦
宮
」
「
阿
須
迦
天
皇
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
ア
ス

カ
」
と
い
う
言
葉
を
一
宇
一
音
で
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
飛
鳥
」
と
い

う
漢
字
表
記
を
採
用
し
て
は
い
な
い
。

こ
の
う
ち
、
最
初
の
磧
宮
歌
が
係
年
ど
お
り
の
も
の
と
す
れ
ば
、
斉
明

朝
で
は
ま
だ
、
「
飛
鳥
」
「
明
日
香
」
表
記
が
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、

定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
か
。
一
方
、
船
王
後
首

墓
誌
の
作
成
年
を
銘
文
ど
お
り
に
天
智
朝
の
六
六
八
年
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
疑
念
が
も
た
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
私
見
と
し
て
は
、
持
統
三

年
（
六
八
九
）
の
飛
鳥
浄
御
原
令
配
布
以
前
の
も
の
、
な
い
し
天
武
朝
末

（９）

年
（
六
八
六
）
以
前
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
お
り
、
も
し
、
こ

の
仮
説
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
の
墓
誌
の
「
阿
須
迦
」
と
は
、
「
飛
鳥
」

表
記
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
過
渡
的
段
階
の
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
か

り
に
、
六
六
八
年
に
限
り
な
く
近
い
段
階
の
も
の
と
す
れ
ば
、
な
お
、
過

渡
的
段
階
か
前
史
的
段
階
で
の
表
現
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
「
日
本
書
紀
」
に
み
ら
れ
る
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
特
徴
が
、

あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

月条）。こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
斉
明
紀
を
さ
ら
に
遡
っ
て
「
飛
鳥
寺
」
表
記
が

み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
応
、
さ
き
に
み
た
「
飛
烏
寺
」

な
い
し
「
飛
鳥
」
の
表
記
が
準
備
さ
れ
、
定
着
し
て
い
く
時
期
の
反
映
で

あ
る
局
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
斉
明

紀
ま
で
遡
る
こ
と
、
つ
い
で
、
天
智
紀
に
問
題
が
残
る
こ
と
が
課
題
と
な

る。そ
こ
で
、
後
者
の
課
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
当
面
は
、
前

者
の
課
題
に
か
か
わ
る
問
題
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
該
当
記
事
は
、
斉
明

三
年
（
六
五
七
）
七
月
辛
丑
条
の
「
作
須
彌
山
像
於
飛
鳥
寺
西
、
且
（
日
一
ヵ
）

設
孟
蘭
盆
会
、
暮
饗
観
貨
暹
人
〈
或
本
云
、
堕
羅
人
〉
」
（
か
り
に
日
本
古

典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

以
後
、
天
武
紀
に
集
中
し
、
つ
ぎ
の
持
統
紀
に
も
若
干
み
ら
れ
る
「
飛
鳥

寺
西
（
槻
下
・
河
辺
な
ど
）
」
で
の
饗
宴
、
つ
ま
り
異
域
の
人
々
を
招
い

て
催
さ
れ
る
饗
宴
行
事
（
仏
教
行
事
も
含
む
）
の
初
見
記
事
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
武
・
持
統
紀
の
「
飛
鳥
寺
西
」
饗
宴
行
事

を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
初
見
記
事
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
と
考
え

たい。そ
の
ひ
と
つ
の
証
左
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
「
或
本
云
、
堕
羅
人
」

と
付
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
は
、
「
観
貨
暹
」
の
表
記

は
多
様
で
あ
り
、
「
吐
火
羅
」
（
白
推
五
年
四
月
条
、
斉
明
五
年
三
月
丁
亥

条
）
、
「
観
敗
羅
」
（
斉
明
六
年
七
月
乙
卯
条
）
、
「
堕
羅
」
（
天
武
四
年
正
月

丙
午
朔
条
）
な
ど
と
あ
る
が
、
最
後
の
「
堕
羅
」
は
、
さ
ら
に
『
令
集
解
』

職
員
令
玄
蕃
寮
所
引
「
古
記
」
に
も
み
え
、
定
着
し
て
い
る
。
今
、
こ
れ

ら
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
或
本
云
、
堕
羅
人
」
と
は
、
天
武
朝
の
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原
資
料
に
も
と
づ
き
な
が
ら
天
武
紀
の
編
纂
を
お
こ
な
う
過
程
で
、
斉
明

三
年
に
か
け
る
原
資
料
を
編
集
し
直
し
、
そ
し
て
、
あ
ら
た
な
注
を
付
し

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
こ
の
斉
明
三
年
の
記
事
に
み
え
る
「
飛
烏
寺
西
」
の
表
記
に

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
卜
部
兼
右
本
で
は
「
飛
烏
香
寺
西
」

と
あ
り
、
「
飛
鳥
の
香
寺
西
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
内
閣
文
庫
本
で
は
「
飛

鳥
寺
西
」
と
記
し
て
、
「
飛
鳥
の
寺
の
西
に
」
と
訓
ん
で
い
る
。
一
方
、

こ
れ
ら
を
遡
っ
て
平
安
時
代
の
院
政
期
に
当
該
個
所
（
巻
二
六
）
が
書
写

さ
れ
た
と
さ
れ
る
北
野
本
に
は
「
飛
鳥
寺
西
」
と
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ

は
や
は
り
、
「
飛
烏
寺
西
」
と
本
来
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、

書
写
過
程
で
「
明
日
香
寺
」
表
記
と
の
混
乱
が
み
ら
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
痕
跡
は
、
文
字
と
し
て
の
「
飛
鳥
」
と
音
と
し
て
の
「
ア
ス

カ
」
と
の
結
び
つ
き
に
違
和
感
を
抱
い
た
も
の
か
、
後
述
す
る
よ
う
な
「
飛

鳥
」
と
「
明
日
（
香
ご
と
の
語
義
を
め
ぐ
る
対
応
関
係
を
踏
ま
え
た
も

の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
天
武
二
年
（
六
八
二
）
七
月
戊
午

条
に
も
及
ん
で
く
る
。
そ
の
記
事
は
、
「
饗
隼
人
等
於
明
日
香
寺
之
西
（
後

略
）
」
（
か
り
に
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、

実
は
、
こ
こ
に
も
表
記
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
混
乱
は
、

さ
き
の
斉
明
三
年
の
記
事
と
、
こ
の
天
武
二
年
の
記
事
と
の
二
か
所
の

みである。

そ
の
天
武
二
年
の
場
合
は
、
ま
ず
、
卜
部
兼
右
本
に
「
明
日
香
寺
之
西
」

と
あ
る
が
、
「
明
日
」
の
左
側
に
「
飛
鳥
」
と
傍
注
し
、
さ
ら
に
小
さ
く
「
三

字
或
如
此
乍
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
明
日
香
」
の
三
文
字
が
「
飛
鳥
」

で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
記
し
た
異

本
の
存
在
も
予
想
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
は
「
飛
鳥
寺
之
西
」
で
あ
る

可
能
性
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
か
り
に
、
傍
注
位
置
の
み
に

こ
だ
わ
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
こ
を
「
飛
鳥
香
寺
之
西
」
と
読

み
な
お
す
事
態
も
生
じ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
内
閣
文
庫
本
の
場
合
は
、
こ
こ
を
「
飛
鳥
寺
西
」
と
し
て
「
飛

鳥
寺
の
西
」
と
訓
み
、
さ
ら
に
「
飛
鳥
」
の
右
側
に
「
明
香
寺
」
と
注
し

て
い
る
。
「
明
香
寺
」
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
、
一
応
、
「
明
日
香

寺
」
表
記
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
当
該
個
所
（
巻

二
九
）
が
鎌
倉
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
北
野
本
で
は
「
飛
鳥
寺
西
」
と
あ

り
、
「
飛
鳥
」
の
右
側
に
「
明
ィ
日
ィ
」
と
傍
注
す
る
。
つ
ま
り
、
「
明
日

寺
」
と
す
る
異
本
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
「
明
日
寺
」
と
は
、
一
応
、

「
明
日
香
寺
」
表
記
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
き
の
斉
明
三
年

の
記
事
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
「
飛
鳥
」
と
「
明
日
」
の
語
義
を
め
ぐ
る
、

あ
る
い
は
文
字
表
記
と
音
を
め
ぐ
る
相
関
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能

性もある。

こ
の
よ
う
に
、
天
武
二
年
の
隼
人
等
饗
宴
記
事
と
斉
明
三
年
の
観
貨

暹
人
饗
宴
記
事
と
に
は
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
を
め
ぐ
る
混
乱
の
痕
跡
が
う

か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
一
応
、
「
明
日
香
寺
」
表
記
と
の
混
乱
で
あ
る
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
問
題
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
な
ぜ
、
こ
の
二
つ
の
記
事
に
混
乱
が
集
中
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も

残る。そこ
で
、
ま
ず
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
と
「
明
日
香
寺
」
表
記
と
の
か
か

わ
り
方
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
際
、
「
明
日
香
寺
」
が
「
飛
鳥
寺
」
よ
り

も
古
い
表
記
で
あ
っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
万
葉
歌

で
は
、
「
飛
鳥
」
と
「
明
日
香
」
と
は
つ
ら
な
っ
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
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そ
の
際
、
さ
ら
に
考
慮
す
べ
き
は
、
「
古
事
記
』
履
中
段
の
記
事
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
伊
耶
本
和
気
王
（
履
中
）
の
命
を
受
け
た
水
歯
別
命
が
、

隼
人
を
欺
い
て
難
波
で
墨
江
中
王
を
殺
害
さ
せ
、
さ
ら
に
、
倭
に
戻
る
途

中
（
大
坂
の
山
口
近
飛
烏
）
、
そ
の
隼
人
を
殺
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
、
「
近
飛
鳥
」
と
「
遠
飛
鳥
」
の
地
名
起
源
證
と
な
っ
て

り
、
「
明
日
香
」
の
確
実
な
表
記
に
し
て
も
、
七
世
紀
末
の
持
統
朝
を
遡

る
も
の
で
は
な
い
（
既
掲
以
外
で
は
、
巻
二
の
一
六
二
・
一
九
九
な
ど
）
。

む
し
ろ
、
同
じ
よ
う
に
「
ア
ス
カ
」
の
言
葉
を
あ
ら
た
な
漢
字
に
転
換
さ

せ
た
表
現
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

と
な
る
と
、
天
武
朝
の
原
資
料
に
「
飛
鳥
寺
」
表
記
が
す
で
に
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
「
飛
烏
寺
」
と
表
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

ま
ず
、
基
本
的
に
は
「
ア
ス
カ
ノ
テ
ラ
」
と
い
う
言
葉
、
な
い
し
「
ア
ス

カ
ノ
大
寺
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
、
い
さ
さ
か
幅
を
も
っ
て
用
い
ら
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
天
武
紀
（
持
統
紀
も
加
わ
る
）
の

編
纂
過
程
で
、
「
飛
鳥
寺
」
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
わ
ず

か
に
「
明
日
香
寺
」
と
表
記
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
か
、
書
写
過
程
で
、

そ
の
混
乱
が
持
続
し
て
い
た
か
、
復
活
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
明
日
香
寺
」
表
記
の
残
存
は
、
「
明
日
香
寺
」

か
ら
「
飛
鳥
寺
」
表
記
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
や
や
多
様
な
形
を
と
る
「
ア
ス
カ
」
寺
と
い
う
言
葉
が
、
「
飛
鳥
寺
」

表
記
と
と
も
に
「
明
日
香
寺
」
表
記
を
も
生
み
出
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て

お
り
、
か
つ
、
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
ほ
う
が
正
史
の
も
と
で
は
有
力
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
、
『
古
事
記
』
履
中
段
と
隼
人

お
り
、
か
つ
「
明
日
」
、
両
「
飛
鳥
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
発
す
る
と
い
う

こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
飛
鳥
」
と
「
明
日
」
（
ア

ス
卵
顕
宗
記
で
は
「
阿
須
」
）
の
か
か
わ
り
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
ア
ス
（
力
）
」
と
い
う
言
葉
が
「
飛
鳥
」
表
記
へ
と
転
換
し
た

こ
と
の
痕
跡
と
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
飛
鳥
」
表
記
と
「
明
日
（
香
と

表
記
と
が
連
動
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り

（
若
干
の
時
期
差
は
あ
り
得
る
）
、
こ
れ
ら
双
方
の
表
記
の
誕
生
を
踏
ま
え

た
伝
承
記
事
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
問
題
は
、
類
似
の
伝
承
を
載
せ
る
『
日
本
書
紀
』
履
中
即
位
前

紀
と
の
差
異
に
よ
っ
て
一
層
浮
き
彫
り
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
か
の
履
中

即
位
前
紀
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
明
日
」
を
避
け
、
「
即
日
」
「
夜
半
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
合
わ
せ
て
、
「
近
飛
鳥
」
「
遠
飛
烏
」
地
名
起
源
護

も
み
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
差
異
は
逆
に
、
「
飛
鳥
」
表
記
と
「
明
日
」

表
記
と
が
、
む
し
ろ
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
た
こ
と
に
な

り
、
そ
の
差
異
の
核
心
は
、
両
「
飛
烏
」
地
名
起
源
誼
の
存
否
に
こ
そ
集

約
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
古
事
記
』
履
中
段
の
方
に
の
み
特
筆
さ
れ
た
「
飛
鳥
」

地
名
起
源
謹
は
、
両
「
飛
鳥
」
を
一
応
、
区
別
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
派
生
的
な
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
、
両
「
飛
鳥
」
が

共
有
す
る
性
格
を
説
い
た
と
こ
ろ
に
本
領
が
認
め
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
「
明
日
」
と
も
連
携
し
た
「
飛
鳥
」
そ
の
も
の
の
地
名
起
源
謹
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
両
「
飛
鳥
」
の
地
名
区
別
起
源
謹
に
優
先
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
飛
鳥
」
そ
の
も
の
の
地
名
起
源
謹
の
特
性
は
、
ど
こ
に

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
飛
鳥
」
（
近
飛
鳥
）
と
は
、
「
今
日
」
「
留

（
と
ど
ま
こ
っ
て
「
豊
楽
」
「
共
飲
（
酒
こ
し
、
ま
た
、
「
隼
人
」
に
「
位
」
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を
賜
い
、
「
百
官
」
が
拝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
隼
人
之
頸
」

を
「
斬
」
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
今
日
」
が
明

け
て
、
文
字
通
り
「
明
日
」
に
「
上
幸
」
（
出
向
）
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

つ
い
で
、
「
飛
鳥
」
（
遠
飛
鳥
）
と
は
、
や
は
り
「
今
日
」
「
留
（
と
ど
ま
）
」
っ

て
、
「
祓
涙
」
を
お
こ
な
い
、
「
明
日
」
ま
た
「
参
出
」
（
出
発
）
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
「
飛
鳥
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
人
々
が
参
集
し
て
「
今
日
」

一
日
留
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
明
日
」
に
は
出
発
し
て
離
れ

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
留
ま
っ
て
い
る
「
今
日
」
に
は
、
各
種

の
儀
礼
や
「
マ
ッ
リ
ゴ
ト
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
時
に
刑
罰
も
執
行
さ
れ
、

そ
の
膜
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
営
為
は
、
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
川
を

も
必
要
と
し
て
お
り
、
「
飛
鳥
河
之
河
原
」
で
人
を
斬
っ
た
り
、
刑
罰
的

な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る
と
と
も
に
会
古
事
記
』
顕
宗
段
）
、
「
明

日
香
乃
河
」
で
「
潔
身
」
（
み
そ
ぎ
）
を
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る

（
『
万
葉
集
」
四
の
六
二
六
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
時
空
間
と
し
て
の
「
飛

鳥
」
は
「
今
日
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
「
ハ
レ
」
に
あ
た
る
。
し

か
し
、
そ
の
「
ハ
レ
」
は
「
ケ
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
回
転
こ
そ
が
「
今
日
」
か
ら
「
明
日
」
へ
の
移
行
と
な

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
明
日
」
な
く
し
て
「
飛
鳥
」
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
「
明
日
」
と
は
、
「
今
日
」
の
「
飛
鳥
」
か
ら
離
れ
て
「
ケ
」

に
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
明
日
」
は
、
ま
た
逆
に
、
「
今

日
」
で
あ
る
「
ハ
レ
」
を
招
く
と
い
う
循
環
の
関
係
に
も
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
飛
烏
」
「
明
日
香
」
の
特
性
や
「
ア
ス
カ
」

の
語
義
が
、
本
源
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
「
飛
鳥
」
に
宮
都
が
設
定
さ
れ
て
こ
そ
、
意
味
を
も
つ
性
格
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
飛
鳥
寺
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
空
間
を
先

駆
的
に
誘
導
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
飛
鳥
寺
」
と
「
明

日
香
寺
」
の
表
記
が
と
り
た
て
て
錯
綜
す
る
天
武
二
年
の
隼
人
等
饗
宴

記
事
は
、
さ
き
の
『
古
事
記
」
履
中
段
の
「
明
日
」
意
識
お
よ
び
「
飛
鳥
」

地
名
起
源
讃
と
呼
応
し
な
が
ら
、
「
飛
鳥
（
寺
の
西
）
」
が
「
明
日
香
（
寺

の
西
）
」
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
、
「
明
日
（
香
）
」
が
「
飛
鳥
」
で
あ
る
と

い
う
語
義
関
係
を
と
り
わ
け
吐
露
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
こ
れ
ら
『
古
事
記
」
履
中
段
と
天
武
二
年
の
記
事
と
が
、

と
も
に
隼
人
関
連
の
記
事
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
天
武
二
年
の

記
事
は
、
隼
人
等
を
た
だ
招
い
て
饗
宴
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
隼
人

の
六
年
相
替
在
京
勤
務
制
の
確
実
な
初
見
記
事
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

（Ⅷ）
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
隼
人
の
定
期
的
な
交
替
・
往
還
、
つ
ま

り
暫
定
的
な
滞
在
と
離
京
の
サ
イ
ク
ル
が
格
別
に
予
定
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
る
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
「
明
日
」
（
「
今
日
」
と
の
対
応
）
の

あ
り
方
を
含
意
し
た
「
飛
鳥
」
さ
ら
に
は
「
明
日
香
」
表
現
の
定
立
に
と

り
わ
け
貢
献
す
る
記
事
と
し
て
成
り
立
ち
、
伝
来
し
て
い
っ
た
も
の
と
言

え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
「
古
事
記
」
履
中
段
の
隼
人
を
め
ぐ
る
「
飛
鳥
」

地
名
起
源
謹
と
も
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。

今
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
隼
人
伝

承
を
越
え
て
、
再
び
、
斉
明
三
年
の
「
飛
鳥
寺
西
」
饗
宴
記
事
に
も
及
ん

で
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
斉
明
三
年
の
記
事
は
、
「
飛
鳥
寺
西
」
で
の

異
域
間
饗
宴
そ
の
も
の
の
初
見
記
事
で
あ
り
、
遠
方
か
ら
漂
着
し
て
、
基

本
的
に
は
在
住
の
予
定
も
意
図
も
な
い
「
観
貨
暹
人
」
へ
の
饗
宴
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
「
明
日
」
の
含
意
を
秘
め
た
「
飛
鳥
」
表

現
が
強
調
さ
れ
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
め
に
、
「
飛
鳥
香
寺
」
と
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に
誕
生
し
、
さ
ら
に
「
明
日
」
と
呼
応
し
た

が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
鳥
と
し
て
の
詞

そ
こ
で
、
以
上
の
諸
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
自
ず
と
次
の
よ
う
な
方
向

へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
天
武
紀
の
編
纂
を
通
じ
て
「
飛
鳥

寺
」
表
記
へ
の
統
一
化
が
す
す
ん
だ
が
、
そ
れ
は
、
斉
明
紀
の
編
纂
に
も

及
び
、
か
つ
、
紀
年
上
は
、
こ
れ
を
上
限
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
飛

鳥
寺
」
表
記
に
は
、
『
古
事
記
』
履
中
段
の
隼
人
関
連
伝
承
で
あ
る
「
飛
鳥
」

地
名
起
源
證
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
文
字
通
り
「
明
日
」
の
含
意
を
こ

め
た
「
飛
鳥
」
表
現
の
定
立
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
斉
明
朝
に
お
け
る
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
開
始

な
い
し
定
立
を
そ
の
ま
ま
示
す
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
天
武
紀
に
集

中
し
、
つ
ぎ
の
持
統
紀
に
も
み
え
る
「
飛
鳥
寺
西
（
槻
下
・
河
辺
な
ど
）
」

に
お
け
る
異
域
間
饗
宴
記
事
の
起
源
讃
と
し
て
、
自
ず
と
「
飛
鳥
寺
」
表

記
が
斉
明
紀
に
も
遡
及
し
て
編
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
て

お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
斉
明
紀
に
ま
で
遡
ら
せ

た
「
飛
鳥
寺
」
表
記
の
編
纂
な
い
し
出
現
自
体
が
、
と
に
か
く
、
か
の
「
飛

鳥
寺
西
」
で
お
こ
な
わ
れ
る
異
域
間
饗
宴
の
設
定
や
開
始
と
密
接
な
関
係

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
「
飛
鳥
寺
」

の
存
在
と
「
飛
鳥
寺
西
」
の
時
空
間
設
定
と
が
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
あ
ら
た
な
一
環
性
の
自
覚
か
ら
「
飛
鳥
寺
」
表
記
（
の
意
味
）
が
逆

に
誕
生
し
、
さ
ら
に
「
明
日
」
と
呼
応
し
た
「
飛
鳥
」
の
あ
ら
た
な
意
味

い
う
よ
う
な
奇
妙
な
表
現
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

お
わ
り
に

「飛鳥」
や
槻
樹
の
意
味
の
転

回
を
、
そ
し
て
、
あ
ら
た
に
設
定
さ
れ
た
仏
法
の
世
界
観
な
ど
を
さ
ら
に

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
後
考
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

注
（
１
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
「
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
』
一
の
９
４
５
、
同

総
説
（
同
研
究
所
、
二
○
○
七
年
）

（
２
）
新
川
登
亀
男
「
法
隆
寺
幡
銘
管
見
」
（
田
村
圓
澄
先
生
古
稀
記

念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」
宗
教
・
文
学
編
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
）
、
同
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
」
第
二
部
第
一
章

第
二
節
注
（
弱
）
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

（
３
）
東
野
治
之
『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』
第
二
部
第
十
章
（
岩
波

書
店
、
二
○
○
四
年
）

（
４
）
新
川
登
亀
男
「
墓
誌
の
社
会
史
」
（
同
共
編
『
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
・

民
族
・
考
古
」
雄
山
閣
、
二
○
○
九
年
）

（
５
）
今
泉
隆
雄
『
古
代
宮
都
の
研
究
」
第
一
部
第
三
章
（
吉
川
弘
文
館
、

一九九三年）

（
６
）
前
掲
注
（
１
）
の
１
１
７
６
以
下

（
７
）
前
掲
注
（
１
）
の
７
３
７
，
２
４
、
同
総
説

（
８
）
竹
内
亮
「
五
十
戸
と
知
識
寺
院
」
（
『
古
代
文
化
」
帥
の
４
、

二○○九年）

（
９
）
前
掲
注
（
４
）

（
蛆
）
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」
（
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代

史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
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